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関係条文 

 

○電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号） 

 

（電気通信設備の維持） 

第四十一条 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供す

る電気通信設備（その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとし

て総務省令で定めるものを除く。）を総務省令で定める技術基準に適合するように維持し

なければならない。 

２ 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する

電気通信事業の用に供する電気通信設備（前項に規定する電気通信設備を除く。）を総務

省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 

３ 前二項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければな

らない。 

一 電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさない

ようにすること。 

二 電気通信役務の品質が適正であるようにすること。 

三 通信の秘密が侵されないようにすること。 

四 利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障

害を与えないようにすること。 

五 他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにす

ること。 

 

 

○事業用電気通信設備規則（昭和６０年郵政省令第３０号） 

 

第二章 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備 

 

第五節 音声伝送役務の提供の用に供する電気通信回線設備 

 

第一款 アナログ電話用設備 

 

（適用の範囲） 

第二十六条 この款の規定は、事業用電気通信回線設備と端末設備等を接続する点において

二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備に対して適用する。 
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（接続品質） 

第三十五条 事業用電気通信回線設備の接続品質は、基礎トラヒツク（一日のうち、一年間

を平均して呼量（一時間に発生した呼の保留時間の総和を一時間で除したものをいう。以

下同じ。）が 大となる連続した一時間について一年間の呼量及び呼数の 大のものから

順に三〇日分の呼量及び呼数を抜き取つてそれぞれ平均した呼量及び呼数又はその予測

呼量及び予測呼数をいう。以下同じ。）について、次の各号に適合しなければならない。 

一 事業用電気通信回線設備が発呼信号を受信した後、選択信号を受信可能となるまでの

時間が三秒以上となる確率が〇・〇一以下であること。 

二 事業用電気通信回線設備が選択信号を受信した後、着信側の端末設備等に着信するま

での間に一の電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備により呼が損失とな

る確率が〇・一五以下であること。 

三 本邦外の場所に対して発信を行う場合にあつては、事業用電気通信回線設備が選択信

号を受信した後、国際中継回線（国際交換設備（本邦外の場所への発信又は本邦外から

の着信を行う機能を有する交換設備をいう。以下同じ。）と本邦外の場所の交換設備相

互間の電気通信回線をいう。以下同じ。）を捕捉するまでの間に一の電気通信事業者の

設置する事業用電気通信回線設備により呼が損失となる確率が〇・一以下であること。 

四 本邦外の場所からの着信を行う場合は、事業用電気通信回線設備が着信を受け付けた

後、着信側の端末設備等に着信するまでの間に一の電気通信事業者の設置する事業用電

気通信回線設備により呼が損失となる確率が〇・一一以下であること。 

五 事業用電気通信回線設備が選択信号送出終了を検出した後、発信側の端末設備等に対

して着信側の端末設備等を呼び出し中であること又は着信側の端末設備等が着信可能

な状態でないことの通知までの時間が三〇秒以下であること。ただし、二以上の電気通

信事業者の設置する事業用電気通信回線設備を介する通信を行う場合及び本邦外の場

所との間の通信を行う場合は、この限りでない。 

 

第三款 アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備 

 

（適用の範囲） 

第三十五条の八 この款の規定（第三十五条の十第二項を除く。）は、電気通信番号規則第

九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネ

ットプロトコル電話用設備について適用する。 

 

（接続品質） 

第三十五条の十 第三十五条（第一号を除く。）の規定は、電気通信番号規則第九条第一項

第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロト

コル電話用設備の接続品質について準用する。この場合において、第三十五条第二号、第

三号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。 
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２ 第三十五条の規定は、事業用電気通信回線設備と端末設備等を接続する点において二線

式の接続形式を有するアナログ電話用設備と電気通信番号規則第九条第一項第一号に規

定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用

設備を接続した事業用電気通信回線設備の接続品質について準用する。この場合において、

第三十五条第一号中「事業用電気通信回線設備」とあるのは「事業用電気通信回線設備と

端末設備等を接続する点において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備」と、同

条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは「選択信号又は電気通信番号」と

読み替えるものとする。 

 

（総合品質） 

第三十五条の十一 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線

設備（アナログ電話端末と接続できるものに限る。）に接続する端末設備等（インターネ

ットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するものに限る。）相互間における通話

（アナログ電話端末との間の通話を含む。）の総合品質に関して、総務大臣が別に告示す

るところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならな

い。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、

この限りでない。 

 

（ネットワーク品質） 

第三十五条の十二 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線

設備（電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役

務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。以下この条において同じ。）

と当該電気通信回線設備に接続する端末設備等との間の分界点（以下この条において「端

末設備等分界点」という。）相互間及び当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回

線設備と他の電気通信事業者の電気通信設備（電気通信番号規則第九条第一項第一号に規

定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用

設備に限る。）との間の分界点と端末設備等分界点との間のネットワーク品質に関して、

総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するよう

努めなければならない。 

 

（安定品質） 

第三十五条の十三 事業用電気通信回線設備は、当該事業用電気通信回線設備を介して提供

される音声伝送役務がアナログ電話用設備を介して提供される音声伝送役務と同等の安

定性が確保されるよう必要な措置が講じられなければならない。 
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○昭和６０年郵政省告示第２２８号（事業用電気通信設備規則第十六条第三項等の規定に

基づく事業用電気通信設備規則の細目） 

 

（総合品質） 

第五条 規則第三十五条の十一の規定による総合品質の基準は、ITU-T G.107 勧告におけ

る総合音声伝送品質の値を八〇を超える値とし、G.114 勧告における端末設備等相互間の

平均遅延の値を一五〇ミリ秒未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以

上でなければならない。 

２ 規則第三十六条の五第一項の規定による総合品質の基準は、ITU-T G.107 勧告におけ

る総合音声伝送品質の値を五〇を超える値とし、G.114 勧告における端末設備等相互間の

平均遅延の値を四〇〇ミリ秒未満とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以

上でなければならない。 

 

（ネットワーク品質） 

第六条 規則第三十五条の十二の規定により電気通信事業者が維持するよう努めなければ

ならないネットワーク品質の基準は、次のとおりとする。 

一 当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備（電気通信番号規則第九条第

一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネット

プロトコル電話用設備に限る。以下この条において同じ。）と当該電気通信回線設備に

接続する端末設備等との間の分界点（以下この条において「端末設備等分界点」という。）

相互間においては、ITU-T Y.1541 勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を七

〇ミリ秒以下とし、Y.1541 勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の揺らぎの値を

二〇ミリ秒以下とし、Y.1541 勧告におけるパケット損失率の値を〇・一パーセント以

下とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でなければならない。 

二 当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備と他の電気通信事業者の電

気通信設備（電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電

気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。）との間の分界点

と端末設備等分界点との間においては、ITU-T Y.1541 勧告におけるパケット転送の平

均遅延時間の値を五〇ミリ秒以下とし、Y.1541 勧告におけるパケット転送の平均遅延

時間の揺らぎの値を一〇ミリ秒以下とし、Y.1541 勧告におけるパケット損失率の値を

〇・〇五パーセント以下とする。ただし、当該値を算出できる確率が〇・九五以上でな

ければならない。 


